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アジア好利回りリート・ファンド

アジア・オセアニアリート市場の投資環境などについて

平素は「アジア好利回りリート・ファンド」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
年明け以降、世界経済の⾒通しの不透明感や原油価格の下落などを背景に、世界の⾦融市場では変動の⼤きい展開が続
いています。4⽉に⼊ると、国際通貨基⾦（IMF）のラガルド専務理事による世界の景気回復に対するリスクが増しているとの
発⾔などから、リスク回避の動きが強まり、外国為替市場では4⽉7⽇に107円台まで円⾼⽶ドル安が進⾏しました。
このような環境下、当ファンドの基準価額も影響を受けており、本資料においては、当ファンドの年初来のパフォーマンスとアジア・
オセアニアリート市場の投資環境などについてご報告します。

年初来の税引前分配⾦再投資ベースの基準価額は、円⾼進⾏の影響を受けて、
⼩幅下落となりました。
年明け以降、投資家のリスク回避姿勢の強まりなどを背景に、世界の⾦融市場は変動が⼤きい展開となっています。
こうした中、年初から2016年4⽉12⽇までの当ファンドの基準価額は1,052円の下落となりました。主な要因は、
アジア通貨の対円での下落（円⾼）による為替要因と分配⾦によるものとなっています。
なお、この期間の税引前分配⾦再投資ベースの基準価額では、519円（▲2.4％）の値下がりとなりました。

当ファンドの年初来のパフォーマンスについて

※上記は当ファンドおよび指数の過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

＜年初からの当ファンドの
基準価額の変動要因＞

（2015年12⽉30⽇〜2016年4⽉12⽇）
基準価額

2015年12⽉30⽇ 9,635円
2016年4⽉12⽇ 8,583円
変動額 ▲1,052円

（注1）基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後。
（注2）上記数値は、簡便法により上記期間の基準価額

の変動額を主な要因に分解したもので概算値です。
各項⽬の合計は、四捨五⼊の関係で基準価額の
変動額と⼀致しないことがあります。

<当ファンドと各国・地域のリート指数等の
年初来騰落率（円ベースリターン）⽐較＞

（注1）データは2015年12⽉末と2016年4⽉12⽇の騰落率。
（注2）各国・地域のリート指数は、S&P先進国REIT指数の各国・地域リート指数（配当

込み、円ベース）。⽇本株式は東証株価指数（配当込み）。
（注3）当ファンドは税引前分配⾦再投資基準価額。税引前分配⾦再投資基準価額は、

分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準
価額とは異なります。

（出所）FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
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※上記は指数等の過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

リート市場と為替動向について

相対的に⾼い利回りを背景に、アジア・オセアニアリート市場は、中⻑期的に
安定感のある良好なパフォーマンスを上げています。

為替市場では、年明け以降、対⽶ドルだけでなく、幅広
い通貨に対して円が上昇する展開となりました。
世界の⾦融市場で投資家のリスク回避の動きが強まっ
たことに加え、⽶国⾦利の先⾼感が後退したことなども
円⾼⽶ドル安に拍⾞をかけました。
しかし、その後2⽉の原油価格の底打ち等をきっかけに、
相対的に⾦利の⾼い通貨であるオーストラリアドルやシン
ガポールドルは円に対して上昇する動きとなりました。
今後は、⽶国の利上げが緩やかになると想定されること
もあり、中国景気に対する過度の悲観論が修正される
兆しが⾒られれば、アジア通貨の下値余地は限定的と
考えられます。
中⻑期的には⽇⽶⾦利差拡⼤を背景に、再び円安⽶
ドル⾼基調になることが想定され、相対的に堅調なア
ジア通貨は対円での下値不安が和らいでいくと⾒込まれ
ます。
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＜年初からの為替（対円）と原油価格の推移＞
（2015年12⽉31⽇〜2016年4⽉12⽇）

年初来、円⾼が進⾏するも、アジア通貨は相対的に堅調な展開に。
円⾼⽶ドル安の動きが⼀服することで、アジア通貨は対円での下値不安も後退へ。

 市場の変動性が⼤きくなる中、アジア・オセアニアのリート市場は、他市場と⽐較してその影響は限定的なものと
なっています。また、リートは、株式などの資産と⽐較してもリスク対⽐で⾼いリターンを上げています。

 アジアの⾼い経済成⻑を背景とした、アジア・オセアニアのリート各社の事業環境は総じて良好である他、相対的
な利回りの⾼さなども同リート市場の⽀えになっていると考えられます。

＜各資産（現地通貨ベース）のパフォーマンス＞
（2011年3⽉末〜2016年3⽉末）

（注1）リート指数のデータは、S&P先進国REIT指数の各国・地域リート指数（配当込み、現地通貨ベース）、世界株式はMSCI AC World（配当込み、
現地通貨ベース）、世界債券はバークレイズ・グローバル総合インデックス（⽶ドルベース）を使⽤。

（注2）右図のリターンは⽉次騰落率、リスクは⽉次騰落率の標準偏差をそれぞれ年率換算して算出。世界債券の配当利回りは最終利回りを使⽤。
（出所）バークレイズ、 FactSet、Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜過去5年のリスク・リターン＞
（2011年3⽉末〜2016年3⽉末）

作成基準：2016年4⽉

（注1）為替は2015年12⽉31⽇を100として指数化。
（注2）WTIはニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油の先物価格。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＊特性値は、リターンをリスクで割ったものであり、⼀般に特性値が⾼いほど、
運⽤資産としての魅⼒が⾼いと⾔われています。

2011年3⽉末を100として指数化。
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今後のアジア・オセアニアリート市場の⾒通しについて

中国景気の減速の影響を受けつつも、底堅いアジア・オセアニアリート

アジア・オセアニアリート市場の底堅い推移の背景には、リートの配当利回りの⾼さが挙げられます。利回りに着⽬した投
資家からの買いがリート価格を下⽀えする「リート価格の下⽅硬直性」が機能している状況にあります。
また、リートは不動産からの賃料収⼊を業績の基盤としているため、株式と⽐べ業績の安定度が⾼いといった「リートの
ディフェンシブ性」が、投資家に⾼く評価される傾向にあります。そのため、先⾏き不透明感が強まる中でも、アジア・オセ
アニア各国・地域のリート市場は株式市場を⼤幅にアウトパフォームしています。
⾜元では、2016年初からの⾦融市場の混乱が、徐々に落着きを取り戻しつつあります。4⽉15⽇に中国国家統計局
により発表された中国の1-3⽉期のGDP成⻑率は前年同期⽐6.7％増と、市場予想通りの結果となり、中国経済の安
定感が⽰されたことから、中国景気の先⾏きの過度な悲観論は後退していくものとみられます。こうした中で、配当成⻑の
良好な⾒通しや配当利回りの⾼さといったアジア・オセアニアリートの魅⼒が、今後も注⽬を集めるとみられます。

今後も、アジア・オセアニアリートの底堅い展開を予想

※上記の⾒通しは当資料作成時点のものであり、将来の運⽤成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
今後、予告なく変更することがあります。

＜主要国・地域のリートの配当利回りと⻑期⾦利の⽐較＞

（注1）データは2016年3⽉末現在。
（注2）「リートの配当利回り」はS&P先進国

REIT指数の各国・地域指数の配当
利回り。

（注3）四捨五⼊の関係で、合計が合わない
場合があります。

（出所）FactSetのデータを基に三井住友ア
セットマネジメント作成

※左記は参考情報として記載した指数
等の過去の実績であり、当ファンドの
将来の運⽤成果や今後の市場環境
等を⽰唆あるいは保証するものではあ
りません。
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＜⾹港＞中国本⼟からの観光客の減少が、サービス輸出や、⼩売業界などの収益、設備投資に影響を与えています。
⼀⽅で、良好な雇⽤情勢を背景に、個⼈消費を中⼼に内需については底堅く推移しています。⾹港の最⼤⼿リートが
保有する物件は、商業施設中⼼であり、⼊居テナントは⽣活密着型が多く（⾷料品、ディスカウント⼩売、ドラッグスト
ア）、観光客減少の影響は限定的となっています。加えて、商業施設へのセンチメントの低迷を業容拡⼤のチャンスととら
え、物件の取得が⾏われており、今後の収益の押上げに寄与すると期待されます。
＜シンガポール＞主要な輸出先である中国の景気減速傾向を受け、輸出の減少が続いていましたが、⾜元では持ち直
しの動きがみられます。また、内需が⽐較的堅調であることから、今後は緩やかな景気の回復が⾒込まれています。加え
て、当局が⾦融緩和姿勢を維持し、景気刺激的な政策をとっていること等から、産業施設やホテルへの需要が徐々に回
復していくことで、リートの収益の追い⾵になると予想されます。
＜オーストラリア＞資源輸出などを通じて、中国景気の減速の影響を⼤きく受ける傾向があります。⼀⽅で、経済成⻑
率は他の主要先進国に⽐べ、⽐較的⾼いものとなっています。同国では⼈⼝の増加が継続する中、医療や⼩売などの
雇⽤が堅調に推移していることなどが、個⼈消費を⽀えています。オーストラリアリートは、商業施設を主な投資対象とす
るリートが多いことから、こうした環境がリートの収益拡⼤に寄与しています。また、リート価格もそれらに牽引され、堅調に
推移しています。

6.3 

4.7 4.5 
3.7 

2.9 3.3 

1.8 
1.2 

2.5 
1.8 

-0.1 

1.4 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

シンガ
ポール

⾹港 オースト
ラリア

⽶国 ⽇本 英国

リートの配当利回り 10年国債利回り

（％）

利回り差
3.5％

利回り差
4.5％ 利回り差

2.0％

利回り差
2.0％

利回り差
1.9％

利回り差
3.0％



作成基準：2016年1⽉

※上記は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。

「アジア好利回りリート・ファンド」の運⽤実績

<基準価額と純資産総額の推移＞
（2011年9⽉30⽇（設定⽇）〜 2016年4⽉12⽇）

<騰落率＞
（税引前分配⾦

再投資基準価額ベース）

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注3）騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。

8,583

21,045

ポートフォリオの状況（2016年3⽉30⽇現在）

＜国・地域別構成⽐率（％）＞ ＜通貨別構成⽐率（％）＞

※以下は、「アジア好利回りリート・ファンド」が主要な投資対象とする、組⼊ファンド＜SMAM アジア・リ－ト・サブ・トラスト＞に
ついての情報を掲載しています。

※＜SMAM アジア・リ－ト・サブ・トラスト＞はケイマン籍外国投資信託（円建て）であり、組⼊れ外貨建て資産の円換算には
原則としてロンドン時間16時にWMロイターが発表するスポットレートの仲値を使⽤しております。

※各項⽬の⽐率は、SMAM アジア・リ－ト・サブ・トラストの純資産総額を100%として計算した値です。
※国・地域名については、リートの上場市場国・地域ベースで記載しております。

4/9

（2016年4⽉12⽇現在）

過去1ヵ⽉ -1.7%
過去3ヵ⽉ 6.2%
過去6ヵ⽉ 1.8%
過去1年 -10.7%
設定来 110.5%
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順位 国・地域 構成⽐率
1 シンガポール 39.3
2 オーストラリア 38.3
3 ⾹港 18.8
4 マレーシア 0.6
5 ニュージーランド 0.5
6 タイ 0.3

順位 通貨 構成⽐率
1 シンガポールドル 39.9
2 オーストラリアドル 39.2
3 ⾹港ドル 19.4
4 マレーシア リンギット 0.6
5 ニュージーランドドル 0.5
6 タイ バーツ 0.3
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＜基準価額の変動要因＞
ファンドは、投資信託を組み⼊れることにより運⽤を⾏います。ファンドが組み⼊れる投資信託は、主として海外の不動産投資信託を投資
対象としており、その価格は、保有する不動産投資信託の値動き、当該発⾏者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響に
より上下します。ファンドが組み⼊れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果としてファンドに⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯⾦とは異なり、投資元本が
保証されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。
不動産投資信託（リート）に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や⾦利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度等）の変更等の影響を受け変動します。
また、リートに組み⼊れられている個々の不動産等の市場価値、賃貸収⼊等がマーケット要因によって上下するほか、⾃然災害等により
個々の不動産等の毀損・滅失が⽣じる可能性もあります。さらに個々のリートは⼀般の法⼈と同様、運営如何によっては倒産の可能性も
あります。これらの影響により、ファンドが組み⼊れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
為替変動リスク
投資対象である外国投資信託において外貨建資産を組み⼊れますので、当該組⼊資産通貨の為替変動の影響を受けます。外貨建資
産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円⾼）する場合、円ベースでの評価額は下落
することがあります。為替の変動（円⾼）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
投資対象である外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを⾏わないため、為替変動による影響を受けます。為替相場が
組⼊資産通貨に対して円⾼になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
信⽤リスク
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下
がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
カントリーリスク
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や
混乱などによって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が⼤きく変動することがあり、基準価
額が下落する要因となります。
市場流動性リスク
ファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、
市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
＜その他の留意点＞
●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適⽤はありません。
●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌するこ

と、および既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

【投資リスク】

【ファンドの⽬的・特⾊】
＜ファンドの⽬的＞
投資信託への投資を通じて、主として、⽇本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信
託（リート）等に投資し、信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指して運⽤を⾏います。

＜ファンドの特⾊＞
１ 主として、⽇本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）を実質的な

主要投資対象とし、信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指します。
●ファンド・オブ・ファンズ⽅式により運⽤を⾏います。
＊ファンド・オブ・ファンズにおいては、不動産投資信託等の有価証券に直接投資するのではなく、他の投資信託を組み⼊れることによ

り運⽤を⾏います。
２ 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
３ 毎⽉決算を⾏い、収益分配⽅針に基づき分配を⾏います。

●原則として毎⽉12⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）を決算⽇とします。
●分配⾦額は、委託会社が収益分配⽅針に基づき、基準価額⽔準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、委託会社の判断

により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

※資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
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■お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）
購⼊・換⾦の
申込受付⽇ 原則として、申込不可⽇を除きいつでも購⼊、換⾦の申込みができます。

購⼊単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。

購⼊価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額となります。

換⾦価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から信託財産留保額（0.3％）を差し引いた価額となります。

換⾦代⾦ 原則として、換⾦申込受付⽇から起算して７営業⽇⽬以降にお⽀払いします。

申込不可⽇ シンガポール、⾹港、オーストラリアの取引所の休業⽇ならびにシンガポール、⾹港、メルボルン、ニューヨークの銀⾏の
休業⽇のいずれかに当たる場合には、購⼊、換⾦の申込みを受け付けません。

決算および分配 毎⽉12⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

信託期間 2011年9⽉30⽇から2025年9⽉12⽇まで

繰上償還
委託会社は、主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなったときは、繰上償還します。
委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存⼝数が10億⼝を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
情が発⽣したときは、あらかじめ受益者に書⾯により通知する等の所定の⼿続きを経て、繰上償還させることがあります。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資⾮課税制度「ジュニア
NISA（ニーサ）」の適⽤対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない
場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
配当控除の適⽤はありません。
※上記は作成基準⽇現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

■ファンドの費⽤（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）

委託会社
三井住友アセットマネジメント株式会社（ファンドの運⽤の指図等を⾏います。）
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会：⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

受託会社 三菱UFJ信託銀⾏株式会社（ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。）

販売会社 委託会社にお問い合わせください。（ファンドの募集・販売の取扱い等を⾏います。）

■委託会社、その他の関係法⼈

①投資者が直接的に負担する費⽤

購⼊時⼿数料 購⼊価額に3.78％（税抜き3.5％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める⼿数料率を乗じた額。詳しくは販売
会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換⾦時に、1⼝につき、換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3％の率を乗じた額

②投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
運⽤管理費⽤
（ 信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.1124％（税抜き1.03％）の率を乗じた額
※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1.8124％（税抜き1.73％）程度となります。

その他の費⽤・
⼿数料

上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる
消費税等相当額を含みます。）が信託財産から⽀払われます。これらの費⽤に関しましては、その時々の取引内容等に
より⾦額が決定し、運⽤状況により変化するため、あらかじめ、その⾦額等を具体的に記載することはできません。

※ファンドの費⽤（⼿数料等）の合計額、その上限額、計算⽅法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に
記載することはできません。
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■販売会社
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登録番号 ⽇本証券業
協会

⼀般社団法⼈
第⼆種⾦融商品

取引業協会

⼀般社団法⼈
⽇本投資顧問業

協会

⼀般社団法⼈
⾦融先物取引業

協会
備考

藍澤證券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第6号 ○ ○
あかつき証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第67号 ○ ○
エイチ・エス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第35号 ○
ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第40号 ○ ○
エース証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第6号 ○
株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○
ごうぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第43号 ○
株式会社証券ジャパン ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第170号 ○
スターツ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号 ○
⼤熊本証券株式会社 ⾦融商品取引業者 九州財務局⻑（⾦商）第1号 ○
髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○
中銀証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第6号 ○
頭川証券株式会社 ⾦融商品取引業者 北陸財務局⻑（⾦商）第8号 ○
東洋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第121号 ○
内藤証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第24号 ○
奈良証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第25号 ○
⽇産証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第131号 ○ ○
⽇本アジア証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第134号 ○
野村證券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第142号 ○ ○ ○ ○ ※1
播陽証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第29号 ○
ＰＷＭ⽇本証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第50号 ○
百五証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第134号 ○
フィデリティ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号 ○
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○
三⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第172号 ○
⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○
リテラ・クレア証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第199号 ○

株式会社愛知銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○
株式会社あおぞら銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第8号 ○ ○
株式会社イオン銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○
株式会社⼤分銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第１号 ○
株式会社⿅児島銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第2号 ○
株式会社関⻄アーバン銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第16号 ○ ○
株式会社北⽇本銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第14号 ○
株式会社紀陽銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第8号 ○
株式会社京都銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○
株式会社群⾺銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第46号 ○ ○
株式会社京葉銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第56号 ○
株式会社四国銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第3号 ○
株式会社ジャパンネット銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○
株式会社常陽銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第45号 ○ ○
ソニー銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第578号 ○ ○
株式会社⼤光銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第61号 ○
株式会社但⾺銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第14号 ○
株式会社千葉興業銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第40号 ○ ○
株式会社筑波銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第44号 ○
株式会社東京都⺠銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第37号 ○ ○
株式会社東和銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第60号 ○
株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○
株式会社富⼭第⼀銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第7号 ○
株式会社東⽇本銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第52号 ○
株式会社福岡中央銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第14号 ○
株式会社北越銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第48号 ○ ○
株式会社北都銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第10号 ○
株式会社三重銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第11号 ○
株式会社みなと銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第22号 ○ ○
株式会社武蔵野銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第38号 ○
備考欄について
※1：「野村ネット＆コール」でのお取扱いとなります。

販売会社名
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